
○中能登町ごみ置場整備事業費補助金交付要綱 

平成17年3月1日 

告示第55号 

改正 平成18年5月1日告示第58号 

（趣旨） 

第１条 町は、環境衛生及び美化の向上に資するため、区及び町長が適当と認める自

治会が新たにごみ置場を設置した場合又は改良した場合、当該区及び自治会に対し、

その設置に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付については中能登町補助金交付規則（平成17年中能登町規則第29号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第２条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補

助金の算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

事業区分 補助対象経費 補助金の額 

資源ごみ置場整備事業 

（資源ごみ置場は、古紙等の

集積場所でそれぞれの区及

び自治会に1箇所とする。） 

資源ごみ置場整備事業に係

る経費とする（ただし、土

地購入費を除く。）。 

補助対象経費の3分の2以内

の額（ただし、最高限度額

は、1,000,000円とする。）。 

ごみ置場整備事業 

（古紙等の資源ごみ以外の

ごみ置場とする。） 

ごみ置場整備事業に係る経

費とする（ただし、土地購

入費を除く。）。 

①ごみ置場の新設、増設、

又は修繕の場合 

補助対象経費の3分の1以

内の額（ただし、最高限度

額は、75,000円とする。） 

②既存のごみ置場を1箇所

以上廃止し、新たに新設、

又は増設する場合 

補助対象経費の5分の4以

内の額（ただし、最高限度



額は200,000円とする。） 

（申請手続） 

第３条 補助金の交付申請は、ごみ置場整備事業費補助金交付申請書（様式第1号）

を別に定める日までに町長に提出するものとする。 

（事業実績報告書） 

第４条 補助事業に係る事業実績報告は、事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31

日のいずれか早い日までにごみ置場整備事業実績報告書（様式第2号）を町長に提

出するものとする。 

（補助金の請求） 

第５条 補助金の請求は、請求書（様式第3号）を町が指定する日までに提出するも

のとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成17年3月1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の鳥屋町環境美化推進事業補助金交付

要領（平成元年鳥屋町告示第14号）、鹿島町ごみ置場整備事業費補助金交付要領又

は鹿西町生活環境整備補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成18年5月1日告示第58号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行日の前日までに、中能登町ごみ置場整備事業補助金交付要綱の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第3条関係） 

様式第２号（第4条関係） 

様式第３号（第5条関係） 

 


